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●シーラカンスの日（20日）
　１９５２年（昭和27年）のこの日、アフリカ・マ

ダガスカル島沖でシーラカンスが捕獲され、学術調

査が行われました。調査の結果、化石の状態で発見

された昔のシーラカンスとほとんど形が変わらない

ことが判明し、シーラカンスは「生きた化石」と呼

ばれています。

　10月頃は暑い日も多かっ

たのですが、秋の深まりとと

もに、冬の足音が近づいてき

ました。気が付けばもう師走。

今年もご愛読いただきありが

とうございました。

「今月の“こんな日”」「今月の“こんな日”」
広報委員の“つぶやき”
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「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
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い
。
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※西支所建屋の老朽化に伴い、本年度より本所開催のみとさせて
　いただきます。ご利用いただいておりましたお客様にはご不便
　をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。　　　　
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。
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扶
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象
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が
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認
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き
る
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類
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た
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満
の
扶
養
親
族
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。　

　
　

重要なお知らせ
　令和７年１月１日よ
り、全国の税務署で
「申告書等への収受日
付印の押なつ」が廃止
されます。
　詳しくは、同封の
「個人事業主の確定申
告での留意事項」をご
確認ください。　　　
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広報委員会
無料 法律相談、就業規則の徹底見直しセミナー
無料 不動産相談、サイバーセキュリティセミナー2024 in Kakogawa
DX導入による業務効率化セミナー
無料 社会保険・労務相談
無料 金融相談（㈱日本政策金融公庫 姫路支店）

日 曜日 行　　　事
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水
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無料 税務相談
無料 法律相談
無料 特許・商標知財相談
商工会議所休業（～１月５日）

●「個別経営相談会」は事前予約が必要です。あらかじめご相談内容をお知らせください。（※）
●無料相談は、変更・中止となることがあります。お手数ですが、事前にお問合せください。
⇒「特許・商標知財相談」は12月19日㈭までに予約が必要です。あらかじめご相談内容をお知らせください。（※）
⇒日本政策金融公庫による「金融相談」はWEBミーティング形式での相談となりますので、事前予約が必要です。（※）
⇒「不動産相談」は当面の間【完全予約制】の【電話相談のみ】となり、12月６日㈮までに予約が必要です。（☆）
《問合わせ・予約連絡先》※印：加古川商工会議所 電話０７９－４２４－３３５５
　　　　　　　　　　　　☆印：（一社）兵庫県宅地建物取引業協会 加古川支部 電話０７９－４２４－０８３２

令和７年１月６日（月）　令和７年 年賀交歓会
【個別経営相談会】3・4・5・10・11・12・17・18・19日

会議所からの会議所からのおしらせおしらせ


